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第１０１回東京都北区都市計画審議会 次第 
 

     

平成３０年１０月２２日(月) 
午 後 １ 時 ３ ０ 分 ～ 

区役所第一庁舎 第二委員会室 
 

１ 開  会     横尾まちづくり部長 
 

２ 委 員 の 紹 介     横尾まちづくり部長 
 

３ 出 席 委 員 数 報 告     都 市 計 画 課 

 

４ 資 料 確 認     都 市 計 画 課 

  

５ 議 事     都市計画審議会会長 

 

（１）志茂三丁目９番地区防災街区整備事業計画地の視察 

 

（２）諮問事項 

 

第２６５号議案「東京都市計画防災街区整備事業の決定について 

（志茂三丁目９番地区防災街区整備事業）」（北区決定） 

 

   （３）報告事項 

 

     ・「北区都市計画マスタープランの改定」の方向性について 

     

 

６ 閉 会     横尾まちづくり部長 



東京都北区都市計画審議会委員名簿 
                    （平成３０年７月１４日現在） 
 
第一号委員（学識経験者） 

 

    埼玉大学大学院教授           久保田   尚 

     計画工房主宰                 村 上  美奈子 

千葉大学名誉教授          北 原 理 雄 

    元東京都建設局理事         吉 原 一 彦 

    東京都建築士事務所協会北支部長   木佐貫   正 

 

第二号委員（区議会議員） 

 

北区議会議長                      榎 本 はじめ 

      北区議会副議長                    稲 垣   浩 

      北区議会企画総務委員会委員長      近 藤 光 則 

      北区議会企画総務委員会副委員長    名 取ひであき 

      北区議会建設委員会委員長          大 沢 たかし 

        北区議会建設委員会副委員長     本 田 正 則 

 

第三号委員（区内団体代表） 
 
      王子地区町会自治会連合会会長        薄 井 哲 夫 

    赤羽地区町会自治会連合会会長      小 川   孝 

滝野川自治会連合会会長            尾 崎 眞 一 

北区商店街連合会会長              尾 花 秀 雄 

    （社）北産業連合会会長            齊 藤 正 美 

 

第四号委員（関係行政機関） 

 

王子警察署長            鶴 薗 利 弘 

      王子消防署長                      市 川 博 三 

  

事務局 

    北区 まちづくり部 都市計画課 
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東京都北区都市計画審議会 

平成３０年１０月２２日 

まちづくり部まちづくり推進課  

 

志茂三丁目における「防災街区整備事業」について 

 

１． 要 旨 

 志茂三丁目９番地区（図１参照）では住民発意（組合施行）による共

同建替えの検討が進み、本年３月には「志茂三丁目９番地区防災街区整

備事業準備組合」が設立され、５月には区長宛てに「防災街区整備事業

（*）」による共同建替えの実施を旨とした「まちづくり提案書」が提出

された。 

 区としては、同提案書による共同建替え（案）が事業採択等の要件を

満たすとともに、地区が抱える防災まちづくりの課題解決に資すると判

断したため、準備組合による事業化に向けた支援を進めていく。 

  

 

          図１ 志茂三丁目９番地区の位置 

 

（*）「防災街区整備事業」とは、「防災性の向上を主な目的とした市街地再開

発事業の仕組みを活用した共同建替え手法」。 
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〇都市計画による事業地区の位置づけにより、地権者全員の同意を前 

提とせずに、密集市街地の整備・改善を進めていくことを可能とし

た制度。 

    〇老朽化した建築物を除却し、防災性能を備えた建築物（共同建替え）

及び公共施設整備を行うことができる事業手法。 

    〇事業の枠組みは、市街地再開発事業に準じる。なお、主目的は市街

地再開発事業が土地の高度利用であるのに対し、本事業は防災機能

の確保と土地の合理的かつ健全な利用。 

    〇都内では６区７地区で事業実績がある（完了５地区、事業中２地区）。 

 

２． 経 過 

平成１５年度 

 密集法の改正により、「防災街区整備事業」が創設される。 

平成２１年度～２４年度 

    地区内住民による任意の合意形成による共同建替え案が検討されるが、

全員の賛同を得られなかったため検討を中止。 

   平成２７年１２月 

    志茂地区を対象に区が「防災街区整備地区計画」を都市計画決定。 

    （※同地区計画に指定されている地区であることが、防災街区整備事

業を施行する際の「区域要件」の一つとされている） 

平成２８年度～ 

 共同建替えを再度検討するため区に支援を要請 

平成２９年１２月 

  区は同地区の事業化支援などを内容とする防災まちづくりに係わる基

本協定を、一般財団法人首都圏不燃建築公社と締結（以降、同公社が

事業化検討を支援） 

   平成３０年３月 

    地権者の概ねの合意形成が図られたことから、「志茂三丁目９番地区防

災街区整備事業準備組合」が設立される。 

   平成３０年５月 

    準備組合から区長宛てに「志茂三丁目９番地区まちづくり提案書」が

提出される。 
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３． 志茂三丁目９番地区について 

（１）現 状 

本地区（建築敷地６２１㎡）は、借地上に木造住宅が建設されているが、

未接道により建築基準法に適合しないため、再建築できない建物が老朽化し

たまま密集しており、地震による倒壊、火事による延焼等、防災上非常に危

険性が高い状況となっている（図２、図３参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 地区の現況 

 

      

 

図３ 未接道状況 

  

防災街区整備事業の面積等要

件の適合状況（一部） 

 

〇耐火・準耐火建築物の延べ床

面積の割合が、地区内すべての

建築物の延べ床面積の概ね 

１／３以下であること。 

 ⇒本地区 約１５％ 

 

〇建築基準法に適合しない建

築物（不適合建築物）の棟数の

割合が１／２以上であること。

 ⇒本地区（未接道建築物等の

割合）５０％ 
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（２）事業の目的及び効果 

〇共同化による未接道建築物を含む老朽木造建築物の建替え更新による

不燃化・耐震化 

〇地区内外の住環境の改善と、同様の事情を抱える地区への波及 

 

（３）準備組合の構成（平成３０年９月末現在） 

 権利者１４人（土地所有者３名、借地権者１１名） 

準備組合加入者１３人   

加入率９３％ 

    ※準備組合は引き続き、地権者全員の合意形成に努めるとしており、 

     区も円滑な事業実施のため、同旨を促している。 

 

（４）都市計画決定告示後の事業計画（準備組合案） 

 平成３０年度末 組合設立認可 

平成３１年   権利変換計画認可 

平成３１年度末 共同住宅（３階建約２５戸予定）工事着手 

平成３２年度末 竣工・引渡 

 

（５）事業費（概算） 

① 準備組合による総事業費 約 9 億円 

② 区の補助交付金 約３億円 
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印影は加工しています



 

 

概要書 

 

東京都市計画防災街区整備事業の決定について 

 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

   東京都市計画防災街区整備事業（志茂三丁目 9 番地区防災街区整備事業） 

 

２ 位  置 

   北区志茂三丁目９番地内 

  【別紙】「位置図」のとおり 

 

３ 決定内容 

  【別紙】「計画書」、「総括図」、「計画図」のとおり 

 

４ 決定理由 

  【別紙】「都市計画の案の理由書」のとおり 

 

５ 意見要旨と見解 

  【別紙】「都市計画の案に対する意見書の要旨」のとおり 

       

６ これまでの経過と今後の予定 

平成３０年 ７月３０日 都市計画の原案の説明会 

 ９月 ７日 東京都知事協議（意見がない旨の通知）

 ９月１８日～１０月２日 都市計画の案の公告・縦覧 

 １０月２２日 北区都市計画審議会 

 １１月上旬（予定） 都市計画の決定告示 
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 東京都市計画 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 位置図         

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。 

ただし、都市計画道路の計画線は、東京都知事の承認を受けて、都市計画道路の計画図より転記したものである。  

（承認番号）30 都市基交著第 34号、平成 30 年 5月 24 日。（承認番号）30 都市基街都第 77 号、平成 30 年 6月 14 日。 

凡 例 

施行区域 

（0.06ha）

〔北区決定〕 

施行区域

3



 

東京都市計画防災街区整備事業の決定（北区決定） 

都市計画志茂三丁目 9 番地区防災街区整備事業を次のように決定する。 

名    称 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 

面    積 約 0.06ha 

公共施設 

の配置 

及び規模 

道 路 

種  別 名  称 規  模 備  考 

区画街路 区画街路Ａ号 
幅員 2.0ｍ（4.0ｍ） 

延長 約 24ｍ 

幅員は道路中心からの幅員、 

（ ）内は地区外を含めた幅員を示

す。 

防災施設建築物の 

整備に関する計画 

構  造 高 さ 配 列 備  考 

 

鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄

筋コンクリート造等による耐火建築物

とする。 

 

5ｍ以上 

 

建築物の壁面又はこれに代わ

る柱の面から、区画街路Ａ号

の道路境界線までの距離は、

1.0ｍ以上とする。 

 

― 

 

備   考 

 

 

志茂地区防災街区整備地区計画内 

「施行区域、公共施設の配置及び壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由：特定防災機能の確保並び土地の合理的かつ健全な利用を図るため、防災街区整備事業を決定する。 
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東京都市計画防災街区整備事業 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 総括図 〔北区決定〕 

志茂三丁目９番地区

防災街区整備事業 

決定箇所 
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東京都市計画防災街区整備事業 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 計画図1 施行区域図 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30 都市基交著第 34号、平成 30 年 5月 24 日。 

凡 例 

0        10       20m 

〔北区決定〕

施行区域 

（約 0.06ha）

確認 平成 30 年 7月 27 日

まちづくり部 

まちづくり推進課 

所管 

部課名 
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東京都市計画防災街区整備事業 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 計画図２ 公共施設配置図 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30 都市基交著第 34号、平成 30 年 5月 24 日。 

凡 例 

0        10       20m 

区画街路 A 号

〔北区決定〕 

施行区域 

（約 0.06ha）

確認 平成 30 年 7月 27 日 

まちづくり部 

まちづくり推進課

所管 

部課名 
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東京都市計画防災街区整備事業 志茂三丁目９番地区防災街区整備事業 計画図3 壁面の位置の制限 

この地図は、東京都知事の承認を受けて、東京都縮尺 2,500 分の 1 地形図を利用して作成したものである。 

（承認番号）30 都市基交著第 34号、平成 30 年 5月 24 日。 

凡 例 

施行区域 

（約 0.06ha）

0        10       20m 

壁面の位置の制限 

（道路境界から 1.0ｍ）

〔北区決定〕 

確認 平成 30 年 7 月 27 日 

まちづくり部 

まちづくり推進課 
所管 

部課名 
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都市計画の策定の経緯の概要書 
 

東京都市計画防災街区整備事業 
志茂三丁目 9 番地区防災街区整備事業の都市計画の決定 
 

事   項 時   期 備   考 

都市計画原案の説明会 平成３０年  ７月３０日 参加者５名 

東京都知事協議結果通知書 平成３０年  ９月 ７日  

都市計画案の公告・縦覧及び

意見書の提出 
平成３０年  ９月１８日から 
平成３０年 １０月 ２日まで 

 

北区都市計画審議会 平成３０年 １０月２２日  

決定告示 平成３０年 １１月 予定 
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都市計画の案の理由書  
 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 防 災 街 区 整 備 事 業  

  志 茂 三 丁 目 ９ 番 地 区 防 災 街 区 整 備 事 業  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 未 接 道 に よ り 再 建 築 で き な い 建 物 が 多 数 老 朽 化 し

た ま ま 密 集 し て お り 、 地 震 に よ る 倒 壊 、 火 事 に よ る 延 焼 等 、 防

災 上 非 常 に 危 険 性 が 高 い 状 況 と な っ て い る 。  

こ う し た 状 況 の 中 、 平 成 ３ ０ 年 ３ 月 に 「 志 茂 三 丁 目 ９ 番 地 区

防 災 街 区 整 備 事 業 準 備 組 合 」 が 設 立 さ れ 、 ５ 月 に は 地 区 の 防 災

性 の 向 上 な ど の 課 題 を 解 決 す る た め 、 防 災 街 区 整 備 事 業 を 活 用

し た 「 志 茂 三 丁 目 ９ 番 地 区 ま ち づ く り 提 案 書 」 が 区 に 提 出 さ れ

た 。  

本 地 区 を 含 む 志 茂 地 区 は 、 東 京 都 防 災 都 市 づ く り 推 進 計 画 に

お い て 「 重 点 整 備 地 域 」 に 位 置 づ け ら れ て お り 、 ま た 、 防 災 街

区 整 備 方 針 で は 、 木 造 住 宅 密 集 地 域 を 対 象 と し て 、 建 築 物 の 不

燃 化 や 道 路 、 広 場 等 の 整 備 を 図 り 、 安 全 で 安 心 し て 住 み 続 け ら

れ る 防 災 ま ち づ く り を 進 め る こ と を 目 標 に 、 防 災 再 開 発 促 進 地

区 に 指 定 さ れ て い る 。  

さ ら に 、 北 区 都 市 計 画 マ ス タ ー プ ラ ン で は 、 防 災 や 住 環 境 の

側 面 か ら 、 木 造 住 宅 密 集 地 域 の 改 善 を ま ち づ く り の 重 点 課 題 と

し て お り 、 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 に は 地 区 の 防 災 機 能 を 強 化 し 、 快

適 で 安 全 な 市 街 地 の 形 成 を 誘 導 す る た め 、「 志 茂 地 区 防 災 街 区 整

備 地 区 計 画 」 が 定 め ら れ て い る 。  

こ の よ う な 方 針 、 計 画 等 に 基 づ き 、 地 域 の 防 災 性 の 向 上 な ど

を 推 進 し て い く た め 、 施 行 区 域 面 積 約 ０ ． ０ ６ ヘ ク タ ー ル に つ

い て 、 志 茂 三 丁 目 ９ 番 地 区 防 災 街 区 整 備 事 業 の 都 市 計 画 を 決 定

す る も の で あ る 。  
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都市計画の案に対する意見書の要旨と見解 

 

下記に係る都市計画の案を、都市計画法（以下「法」という。）第１７条第１項の規定に基づき、平成３０年９月１８日から１０月２日までの２

週間公衆の縦覧に供したところ、法第１７条第２項の規定により、同期間中に１通（１名）の意見書の提出があった。その意見書の要旨及び北区

の見解は次のとおりである。 

 

都市計画の種類及び名称：東京都市計画防災街区整備事業（志茂三丁目９番地区防災街区整備事業） 

意 見 書 の 要 旨 北 区 の 見 解 

Ⅰ 賛成意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 反対意見に関するもの  （なし）  

 

 

 

 

 

 

Ⅲ その他の意見  1 通（1 名）  

１ その他の意見 

（１） 事業地の計画により、現在の日照権を侵害しないように高さの制

限を設けることを要望する。 

 

 

 

 

１ その他の意見 

（１） 事業地及び周辺の用途地域は、第１種中高層住居専用地域であ

り、建築基準法等関係法令に基づき、用途地域に応じた容積率や

道路斜線及び高度地区斜線、日影規制等の適用を受け、建築高さ

や建築規模等が定まることになります。本事業においても、これ

らの規制を受けるため、一定の高さ制限になるものと考えていま

す。 
 

1
1
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